
 

                          

          

 

 

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存

方式（いわゆるインボイス制度）が開始されます。適格請求書（インボイス）を

発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事

業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（公社）宇都宮法人会 行  （FAX番号：０２８－６４８－９４６８）                 年   月   日 

◆「インボイス制度セミナー」受講申込書 

受講日 １０月２６日（水） ・ ２７日（木）  ※いずれか希望日に○  

会社名 
 

T E L （       ）         － 

住  所 
 

F A X （       ）         － 

受講者名 
 

受講者名 
 

 

 

インボイス制度セミナー 

 

税理士法人アミック＆パートナーズ 

財務コンサルティング部 部長（社員税理士） 
 

東北大学文学部を卒業後、東京の会計事務所勤

務を経て、2007年9月に現会計事務所に就職。 

2011 年に税理士登録するとともに社員税理

士に登録。現在は財務コンサルティング部の部長

として、多業種・多職種からの相談に対応し、そ

の想いに寄り添うサポートを信条とした業務を展

開している。 

◆ 講師紹介 ◆ 松沼 一嘉 氏 
【セミナー内容】 

● 主 催／申込先 ● 

 公益社団法人 宇都宮法人会  

宇都宮市鶴田２－２１－１４  

TEL ：０２８－６４８－９４６６  

FAX ：０２８－６４８－９４６８ 

 

●  お振込先 ● 
栃木銀行  三の沢支店 
普通預金 ： ３６２８２７１ 
口 座 名 ： （公社）宇都宮法人会 
※振込手数料はご負担願います 

●日 時 ： 令和 ４ 年 １０ 月 ２６ 日（水） ・ ２７ 日（木） 
※２日間とも同じ内容です。 

●時 間 ： １３：３０～１５：００   

●会 場 ：  法人会会館 （西消防署東隣）  

宇都宮市鶴田2-21-14 

●定 員 ：  各日２５名 

（定員を超過した場合、会場を変更する場合がござい 

ますので、予めご承知おきください。） 

●受講料 ：  お一人様あたり 

会員 ２，０００円 ／ 非会員 ３，０００ 円 

※右記銀行へお振り込み下さい。 

●受講申込： 下記申込書に必要事項をご記入の上、 

郵送かFAXにてお申し込みください。 

後日、受講証をお送りします。 

 

 

【開 催 要 項】 

 

インボイス制度の概要について 

・インボイス制度とは 

・登録事業者とは 

・登録事業者になるためには 

・免税事業者との取引は 

・免税事業者はどのような対応が 

必要か 

・インボイスには何を記載するのか 

等 

 

 

 

 

（公社）宇都宮法人会 

【ご参加される皆さまへ】 
 必ずマスクを着用されてご参加くださいます様、お願い致します。また、発熱や風邪等の症状がある方、体調の悪い方のご参
加はお控えください。セミナー実施に当たりましては、会場の換気・ソーシャルディスタンスに配慮した配席・参加者席の事前消
毒・消毒用アルコールの設置・運営側の手洗いとマスク着用の徹底等、新型コロナウィルス感染予防に努めて参ります。また、
開催日までの状況変化により、会場変更や中止または延期とさせて頂く事もありますので、ご承知おきください。 

２回目 


